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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和1年12月19日(2019.12.19)

【公開番号】特開2017-179590(P2017-179590A)
【公開日】平成29年10月5日(2017.10.5)
【年通号数】公開・登録公報2017-038
【出願番号】特願2016-238380(P2016-238380)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ  21/00     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ   5/73     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  21/06     (2006.01)
   Ｃ２２Ｆ   1/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｆ   1/047    (2006.01)
   Ｃ２２Ｆ   1/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ   21/00     　　　Ｎ
   Ｇ１１Ｂ    5/73     　　　　
   Ｃ２２Ｃ   21/00     　　　Ｌ
   Ｃ２２Ｃ   21/00     　　　Ｍ
   Ｃ２２Ｃ   21/06     　　　　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６１３　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６２３　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６３０Ａ
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６３０Ｚ
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６６１Ｄ
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６８１　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６８２　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６８３　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６８５Ｚ
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９１Ａ
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９１Ｂ
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９１Ｃ
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９４Ｂ
   Ｃ２２Ｆ    1/047    　　　　
   Ｃ２２Ｆ    1/04     　　　Ａ
   Ｃ２２Ｆ    1/04     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】令和1年11月8日(2019.11.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　次に、本発明の効果を奏する実施例とそうでない比較例を対比して本発明に係るブラン
クおよびサブストレートについてより詳細に説明する。
　表１のＮｏ．１～２７に示す化学組成（質量％）のＡｌ合金を用い、Ｎｏ．１～７、９
、１１～１６、２５～２７に係るサブストレートを以下のようにして製造した。なお、Ｎ
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ｏ．１７は、熱間割れが生じたため、サブストレートを製造できなかった（表２参照）。
ここで、表１中の「―」は該当する成分を添加しておらず、検出限界値未満であることを
示し、下線は本発明の要件を満たしていないことを示している。また、表１の「Ｆｅ，Ｍ
ｎ，Ｎｉの合計量」の算出にあたり、「―」で示されているＦｅ、Ｍｎ、Ｎｉの各含有量
は０質量％として計算を行った。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　鋳造工程は、７５０℃で材料を溶解し、鋳造した。得られた鋳塊は、２ｍｍ／片面の面
削を行った。
　均質化熱処理工程は、Ｎｏ．１～７、９、１１～１７については５４０℃で８時間行い
、Ｎｏ．２５～２７については４５０℃で８時間行い、炉から取り出した後に５分以内に
熱間圧延を開始した。
　熱間圧延工程は、Ｎｏ．１～７、９、１１～１７については開始温度を５２０～５４０
℃とし、終了温度を３００～３３０℃とし、圧延後の板厚は３ｍｍとなるように行った。
Ｎｏ．２５～２７については開始温度を４３０～４５０℃とし、終了温度を３００～３３
０℃とし、圧延後の板厚は３ｍｍとなるように行った。なお、この熱間圧延工程で熱間割
れが生じたもの（Ｎｏ．１７）については、表面に占める金属間化合物の面積率と、表面
に占める単体ＳｉおよびＭｇ－Ｓｉ系金属間化合物の面積率の合計と、を調べるため、割
れていない部分を用いて研磨し、後記するようにして金属間化合物の面積率などを測定し
た。なお、熱間圧延後の熱間圧延板を測定しても矯正焼鈍後のブランクを測定しても、金
属間化合物の面積率の値は変わらない。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　製造したＮｏ．１～７、９、１１～１６、２５～２７に係るサブストレートを用いて、
表面に占める金属間化合物の面積率と、表面に占める単体ＳｉおよびＭｇ－Ｓｉ系金属間
化合物の面積率の合計と、を求めると共に、表面における金属間化合物の絶対最大長と、
ヤング率と、耐力と、を以下のようにして測定した。また、サブストレートの表面に形成
した無電解Ｎｉ－Ｐめっき膜の平滑性を以下のようにして評価した。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　表２に、Ｎｏ．１～７、９、１１～１６、２５～２７に係るサブストレートに対して行
った測定結果および評価結果を示す（なお、前記したようにＮｏ．１７に係るサブストレ
ートは熱間割れが生じたため、ヤング率、耐力、表面に形成した無電解Ｎｉ－Ｐめっき膜
の平滑性については評価および測定を行わなかった。）。ここで、表２中の下線は本発明
の要件を満たしていないことを示している。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
【表１】

【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
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【表２】

【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　他方、表２に示すように、Ｎｏ．１４～１６、２５～２７に係るサブストレートは、本
発明の要件を満たしていなかったので、本発明の所期の効果を奏することができなかった
（いずれも比較例）。例えば、Ｎｏ．１４、２５～２７に係るサブストレートは、表面に
形成した無電解Ｎｉ－Ｐめっき膜の平滑性が劣っていた。Ｎｏ．１５、１６に係るサブス
トレートは、ヤング率が良好でない結果となり、剛性が劣っていた。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　より具体的には、Ｎｏ．１４に係るサブストレートは、Ｓｉ量が上限を超えており、Ｍ
ｇ量も比較的多めだったため、表面に占める単体ＳｉおよびＭｇ－Ｓｉ系金属間化合物の
面積率の合計が上限を超えていた。そのため、Ｎｏ．１４に係るサブストレートは、表面
に形成した無電解Ｎｉ－Ｐめっき膜におけるピット数が増加し、平滑性が劣っていた。ま
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た、Ｎｏ．１４に係るサブストレートは、耐力が低く、強度が劣っていた。
　Ｎｏ．１５に係るサブストレートは、Ｍｇ量が上限を超えていたため、ヤング率が低く
、剛性が劣っていた。
　Ｎｏ．１６に係るサブストレートは、表面に占める金属間化合物の面積率が下限未満で
あったため、ヤング率が低く、剛性が劣っていた。
　Ｎｏ．２５～２７に係るサブストレートは、表面に占める単体ＳｉおよびＭｇ－Ｓｉ系
金属間化合物の面積率の合計が上限を超えていたため、表面に形成した無電解Ｎｉ－Ｐめ
っき膜におけるピット数が増加し、平滑性が劣っていた。また、Ｎｏ．２５～２７に係る
サブストレートは、耐力が低く、強度が劣っていた。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　なお、前記したように、Ｎｏ．１７に係るサブストレートは、熱間割れが生じたため製
造することができなかった（比較例）。
　具体的には、Ｎｏ．１７に係るサブストレートは、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｎｉの合計量が上限を
超えていたため、熱間割れが生じた。
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